
マイバイク特約を基本補償（四輪自動車）にご契約いた
だくことで、総排気量125cc以下または定格出力が1KW
以下の原付自転車を対象とし、主たる被共済者とそのご
家族（配偶者、同居の親族、別居の未婚の子＊1）の原付自
転車での事故を補償します。

●借りた原付自転車で事故を起こしても被共済者から
のお申し出がありマイカー共済が認めた場合にはご
希望によりマイバイク特約から優先してお支払いしま
す。
●ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約
で補償します。

※一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあります。
詳細はお問い合わせください。

＊2 搭乗者傷害特約は四輪自動車のみ自動的にセットされます。
＊3 人身傷害補償と合わせてご契約いただくことも可能です。その場合には
人身傷害補償とは別枠で補償額を限度に補償します。

すでに人身傷害補償の契約（他の保険会社等での契約も含む）が
あり、2台目以降の契約に人身傷害補償の被共済自動車搭乗中の
み補償特約を選択する場合、人身傷害補償の掛金が四輪自動車で
は15％割引、二輪自動車・原付自転車では2％割引となります。

すでに11等級以上の契約がある場合（他の保険会社等での契約も
含む）で、かつ一定条件を満たしていれば、2台目以降のお車を新たに
ご契約される場合は、6等級ではなく、7等級を適用します。

搭乗者
傷害特約＊3

自損事故
傷害特約

補償内容

入院の場合

通院の場合

支払限度日数

日額7,500円

日額5,000円

事故日より200日

1,000万円または
500万円

日額6,000円

日額4,000円

事故日より200日

1,500万円

単独の事故で死傷さ
れた場合、自賠責共
済（保険）の対象とな
らない一定の事故に
ついて補償します。

契約車両の運転
者や同乗者が自
動車事故によって
死傷したとき補償
します。

支
払
い
例

＊4 運転者年齢条件、新車割引、盗難防止装置装備車割引、人身傷害補償の被共済
自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の共済掛金からさらに割引となります。

＊5 お申し出が必要となります。
契約車両（被共済自動車）が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の
対象となる自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車で
ある場合は、掛金が7％割引となります。

契約車両（被共済自動車）がマイカー共済指定
の低公害自動車である場合は、掛金が7％割
引となります。マイカー共済の指定する低
公害自動車とは、車検証上で①電気自動車
②天然ガス（ＣＮＧ）自動車③メタノール自動車④ハイブリッド自動車
⑤液化石油ガス（LPG）自動車⑥燃料電池自動車となっている自動車に限
ります。

契約車両（被共済自動車）にマイカー共済の定める盗難防止装置を装
備している場合は、車両損害補償の掛金を5％割引します。盗難防止装
置は、イモビライザー（自動車メーカー純正品に限る）またはGPSなど
を利用した車両追跡装置に限ります。

すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約
の掛金が3％割引となります。

新契約の効力開始日が契約車両（被共済自動車［普通・小型乗用車、軽四輪
乗用車］）の初度登録（検査）年月の翌月から25ヵ月以内の車両を対象とします。

人身傷害補償の契約がない場合、
自動的にセット＊2される特約

＊1 別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者
の死亡により単身となった子は含みません。

死亡等の補償額

月払掛金    430円
年払掛金 5,020円

（10Zの場合）

福祉車両割引＊4 ＊5 複数契約割引＊4 ＊5
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